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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被施療部をマッサージするマッサージユニットが、身長方向に沿って複数設けられたマッ
サージ機において、
前記マッサージユニットとして、相対的に上側に配置される第１マッサージユニットと、
相対的に下側に配置される第２マッサージユニットと、
前記マッサージユニットの動作を制御する制御手段と、を有し、
前記第１及び第２マッサージユニットのうち少なくとも一方のマッサージユニットは、身
長方向に昇降可能であり、
前記第１マッサージユニットと前記第２マッサージユニットの相対位置を検出するセンサ
を有し、
前記第１及び第２マッサージユニットは、身長方向に独立して昇降可能であり、
前記第１及び第２マッサージユニットの身長方向における位置を変更することにより、前
記第１又は第２マッサージユニットによって同一の被施療部をマッサージ可能であり、
前記センサは、前記相対位置として第１及び第２マッサージユニットの間隔を複数段階検
出することができ、
前記複数段階は、少なくとも前記第１及び第２マッサージユニットの間隔が所定距離まで
近づいた近接状態と、この近接状態よりも若干離反した近接前状態の２段階の状態を有し
、
前記センサは、前記第１マッサージユニットに対する前記第２マッサージユニットの近接
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を検出する第１センサ部と、前記第２マッサージユニットに対する前記第１マッサージユ
ニットの近接を検出する第２センサ部と、を有することを特徴とするマッサージ機。
【請求項２】
前記センサは、前記第１マッサージユニットの上下位置を検出する第３センサ部と、前記
第２マッサージユニットの上下位置を検出する第４センサ部と、を有し、
前記制御手段は、前記第３センサ部と前記第４センサ部による検出値の差分値を算出し、
前記差分値に基づいて前記相対位置を検出することを特徴とする請求項１に記載のマッサ
ージ機。
【請求項３】
前記制御手段は、前記第１及び第２マッサージユニットが同一方向へ上昇又は下降する際
、進行方向前側のマッサージユニットの昇降速度は、進行方向後側のマッサージユニット
の昇降速度よりも速くなるように制御することを特徴とする請求項１又は２に記載のマッ
サージ機。
【請求項４】
前記制御手段は、前記第１及び第２マッサージユニットが同一方向へ上昇又は下降する際
、進行方向前側のマッサージユニットが進行方向後側のマッサージユニットよりも先に移
動を開始するよう制御することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のマッサージ
機。
【請求項５】
前記制御手段は、一方のマッサージユニットが他方のマッサージユニットに近づく方向に
上昇又は下降している際に両マッサージユニットの間隔が所定距離となったことを検出す
ると、一方のマッサージユニットの移動を停止する、又は一方のマッサージユニットを他
方のマッサージユニットから離反させるよう制御することを特徴とする請求項１～４のい
ずれかに記載のマッサージ機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はマッサージ機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数のローラ部及びメカユニットが身長方向に沿って設けられたマッサージ機が
知られている。この複数のローラ部及びメカユニットは、独立して背凭れ部から脚載部ま
でを移動可能とされている。そして、マイクロコンピュータの素子が配置された基板によ
り構成される制御部によって、それぞれのローラ部及びメカユニットがお互いに衝突しな
いよう制御されている（例えば、特許文献１の図９参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に記載のマッサージ機は、複数のローラ部及びメカユニットが衝突しな
いよう、予め設定されたプログラムに従って動作するものと考えられる。しかし、マッサ
ージ機は、予め設定されたプログラムに従ってマッサージユニットを動作させて使用する
他、使用者が操作器を操作してマッサージユニットを所望する位置（施療部位）に移動さ
せて使用する場合もある。従って、特許文献１のマッサージ機では、複数のローラ部及び
メカユニットが適切な相対位置を維持できず、ひいては衝突を回避できない恐れがある。
そこで本発明は、上述した問題を解消するためになされたものであり、複数のマッサージ
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ユニットが適切な相対位置を維持することができるマッサージ機を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明は、被施療部をマッサージするマッサージユニットが、身長方向に沿って複数設け
られたマッサージ機において、前記マッサージユニットとして、相対的に上側に配置され
る第１マッサージユニットと、相対的に下側に配置される第２マッサージユニットと、前
記マッサージユニットの動作を制御する制御手段と、を有し、前記第１及び第２マッサー
ジユニットのうち少なくとも一方のマッサージユニットは、身長方向に昇降可能であり、
前記第１マッサージユニットと前記第２マッサージユニットの相対位置を検出するセンサ
を有し、前記第１及び第２マッサージユニットは、身長方向に独立して昇降可能であり、
前記第１及び第２マッサージユニットの身長方向における位置を変更することにより、前
記第１又は第２マッサージユニットによって同一の被施療部をマッサージ可能であり、前
記センサは、前記相対位置として第１及び第２マッサージユニットの間隔を複数段階検出
することができ、前記複数段階は、少なくとも前記第１及び第２マッサージユニットの間
隔が所定距離まで近づいた近接状態と、この近接状態よりも若干離反した近接前状態の２
段階の状態を有し、前記センサは、前記第１マッサージユニットに対する前記第２マッサ
ージユニットの近接を検出する第１センサ部と、前記第２マッサージユニットに対する前
記第１マッサージユニットの近接を検出する第２センサ部と、を有することを特徴とする
。
  このような構成とすることにより、使用者が所望する位置（施療部位）にマッサージユ
ニットを移動させても、センサが機能することにより、第１マッサージユニットと第２マ
ッサージユニットが所定の相対位置となったことを検出することができる。これにより例
えば、第１マッサージユニットと第２マッサージユニットを所定の相対位置として一体的
に昇降させたり、マッサージユニットの衝突を適切に回避したりすることができる。
また、このような構成とすることにより、第１マッサージユニットと第２マッサージユニ
ットの相対位置の検出範囲が広がる。
  また、第１マッサージユニットと第２マッサージユニットが所定の相対位置となったこ
とを検出する精度が更に高まり、例えば、マッサージユニットの衝突防止の精度が高まる
。
 
【０００８】
　また、前記センサは、前記第１マッサージユニットの上下位置を検出する第３センサ部
と、前記第２マッサージユニットの上下位置を検出する第４センサ部と、を有し、前記制
御手段は、前記第３センサ部と前記第４センサ部による検出値の差分値を算出し、前記差
分値に基づいて前記相対位置を検出することが好ましい。
　このような構成とすることにより、第１マッサージユニットと第２マッサージユニット
の相対位置の検出範囲が広がる。
【００１０】
　また、前記制御手段は、前記第１及び第２マッサージユニットが同一方向へ上昇又は下
降する際、進行方向前側のマッサージユニットの昇降速度は、進行方向後側のマッサージ
ユニットの昇降速度よりも速くなるように制御することが好ましい。
　このような構成とすることにより、マッサージユニットの衝突防止の精度が更に高まる
。しかも、両マッサージユニットを近づけた状態としながらスムーズに上昇又は下降させ
ることができる。
【００１１】
　また、前記制御手段は、前記第１及び第２マッサージユニットが同一方向へ上昇又は下
降する際、進行方向前側のマッサージユニットが進行方向後側のマッサージユニットより
も先に移動を開始するよう制御することが好ましい。
　このような構成とすることにより、マッサージユニットの衝突防止の精度が更に高まる
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。しかも、両マッサージユニットを近づけた状態としながらスムーズに上昇又は下降させ
ることができる。
【００１２】
　また、前記制御手段は、一方のマッサージユニットが他方のマッサージユニットに近づ
く方向に上昇又は下降している際に両マッサージユニットの間隔が所定距離となったこと
を検出すると、一方のマッサージユニットの移動を停止する、又は一方のマッサージユニ
ットを他方のマッサージユニットから離反させるよう制御することが好ましい。
　このような構成とすることにより、マッサージユニットの衝突を適切に回避することが
できる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、複数のマッサージユニットが適切な相対位置を維持することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係るマッサージ機の斜視図である。
【図２】マッサージ機の機能ブロック図である。
【図３】背凭れ部の正面図である。
【図４】第１マッサージユニットの斜視図である。
【図５】部材の一部を省略した第１マッサージユニットの斜視図である。
【図６】第１マッサージユニットの正面図である。
【図７】第１マッサージユニットの側面図であり、第１マッサージ機構が後退した状態を
示している。
【図８】第１マッサージユニットの側面図であり、第１マッサージ機構が進出した状態を
示している。
【図９】揉み軸と叩き軸の正面図である。
【図１０】第２マッサージユニットの斜視図である。
【図１１】部材の一部を省略した第２マッサージユニットの斜視図である。
【図１２】第２マッサージユニットの正面図である。
【図１３】第２マッサージユニットの側面であり、第２マッサージ機構が後退した状態を
示している。
【図１４】第２マッサージユニットの側面であり、第２マッサージ機構が進出した状態を
示している。
【図１５】第２マッサージユニットのアームの斜視図である。
【図１６】揉み動作の説明図である。
【図１７】揉み動作の説明図である。
【図１８】揉み動作の説明図である。
【図１９】揉み動作の説明図である。
【図２０】動作１のフロー図である。
【図２１】動作１の説明図である。
【図２２】動作２及び動作３のフロー図である。
【図２３】動作２及び動作３の説明図である。
【図２４】動作４の説明図である。
【図２５】動作５の説明図である。
【図２６】動作６の説明図である。
【図２７】動作７の説明図である。
【図２８】動作８の説明図である。
【図２９】動作９及び動作１０のフロー図である。
【図３０】他の実施形態に係るマッサージユニットの正面図である。
【図３１】他の実施形態に係るマッサージ機構の正面図である。
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【図３２】他の実施形態に係るリンクの説明図である。
【図３３】他の実施形態に係るセンサの説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　［全体構成］
　以下、本発明のマッサージ機１の全体構成について説明する。図１は本発明の一実施形
態に係るマッサージ機１の斜視図である。図２はマッサージ機１の機能ブロック図である
。図３は背凭れ部３の正面図である。なお、以下の説明で用いる方向の概念は、図１に示
す起立姿勢のマッサージ機１に着座した使用者から見たときの方向の概念と一致するもの
とし、その他の場合は適宜説明するものとする。
【００１６】
　図１に示すとおり、本発明のマッサージ機１は、主として、使用者が着座する座部２と
、座部２の後部にリクライニング可能に設けられた使用者が凭れる背凭れ部３と、座部２
の前部に上下揺動可能に設けられた使用者の脚部及び足部を支持するフットレスト４と、
座部２の左右両側に設けられた使用者が腕部を載置する肘掛け部５と、背凭れ部３の上部
に設けられた使用者の頭部を支持する枕部６と、座部２を支持するとともに床面に設置さ
れる脚フレーム７と、を有している。そして、背凭れ部３には、使用者の上半身を後方か
らマッサージする身長方向に沿った複数のマッサージユニット８，９が設けられている。
【００１７】
　また、背凭れ部３の側部には、上腕又は肩を左右方向から押圧又は保持するエアセル１
０が設けられている。座部２には、使用者の臀部又は大腿部を下方から押圧するエアセル
１１と、臀部又は大腿部を左右方向から押圧又は保持するエアセル１２と、が設けられて
いる。フットレスト４には、使用者の脚部及び足部を左右方向から押圧又は保持するエア
セル１３が設けられている。肘掛け部５には、前腕を上下から押圧又は保持するエアセル
１４が設けられている。これらエアセル１０～１４は、座部の下方に設けられたポンプ及
びバルブ等からなるエアユニット２０（図２参照）からのエアの給排気によって膨張収縮
する。
【００１８】
　図１及び図２に示すとおり、背凭れ部３は、座部２の下方に設けられたアクチュエータ
２１により、座部２に対して前後方向にリクライニング可能に構成されており、図１に示
す起立姿勢から背凭れ面が床面と略水平となるリクライニング姿勢までの間の任意の位置
で停止できるようになっている。なお、肘掛け部５は、背凭れ部３のリクライニングに連
動して後方へ移動し、背凭れ部３の起立に連動して前方へ移動するよう構成されている。
フットレスト４は、座部２の下方に設けられたアクチュエータ２２により、座部２に対し
て上下方向に揺動可能に構成されており、図１に示す垂下姿勢から膝を伸ばした状態で脚
部及び足部が支持される上昇姿勢までの間の任意の位置で停止できるようになっている。
【００１９】
　図２に示すとおり、座部２の下方には、各エアセル１０～１４及び後述する進退エアセ
ル１５，１６にエアを給排気するポンプ及びバルブ等からなるエアユニット２０が設けら
れている。エアユニット２０は、各エアセル１０～１４及び進退エアセル１５，１６を任
意の膨張量で維持可能に構成することが好ましく、この場合は各エアセル１０～１４及び
進退エアセル１５，１６の膨張量を調節することができる。また、このマッサージ機１に
は、プログラマブルなマイコン等よりなる制御手段２３が設けられており、使用者による
操作器２７からの指示や予め定められたプログラムに従って、マッサージユニット８，９
、エアユニット２０、及びアクチュエータ２１，２２の各動作を制御するよう構成されて
いる。
【００２０】
　この制御手段２３は、座部２の下方に設けられマッサージユニット８，９、エアユニッ
ト２０、及びアクチュエータ２１，２２の各動作を制御するメイン制御部２４と、マッサ
ージユニット８，９に設けられマッサージユニット８，９の昇降を制御するサブ制御部２
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５，２６と、を有している。また、制御手段２３には、所定のプログラムに従ってマッサ
ージユニット８，９、エアユニット２０、及びアクチュエータ２１，２２のうち少なくと
もいずれか１つを自動的に動作させる複数のマッサージコースが記憶されている。使用者
が所望するマッサージコースを選択すると、設定されたコース時間が経過するまで自動的
に各種動作が行われる。
【００２１】
　［背凭れ部の構成］
　図１及び図３に示すとおり、背凭れ部３は、正面視で門型に形成された樹脂等よりなる
背フレーム３ａと、背フレーム３ａに組み付けられたマッサージユニット８，９の昇降を
ガイドするガイド機構３ｂと、背フレーム３ａの前面側に配置されるクッション性を有す
る背パッド３ｃと、により構成されている。ガイド機構３ｂは、身長方向に沿って延設さ
れており、上部及び下部がそれぞれ中部より前方に位置するよう湾曲している（図２１参
照）。また、前側にラックが形成され、後側にレールが形成されている。そして、複数の
マッサージユニット８，９が、このガイド機構３ｂに昇降可能として支持されている。
【００２２】
　［マッサージユニットの構成］
　以下、マッサージユニット８，９の構成について説明する。
　図４は第１マッサージユニット８の斜視図である。図５は部材の一部を省略した第１マ
ッサージユニット８の斜視図である。図６は第１マッサージユニット８の正面図である。
図７は第１マッサージユニット８の側面図であり、第１マッサージ機構３１が後退した状
態を示している。図８は第１マッサージユニット８の側面図であり、第１マッサージ機構
３１が進出した状態を示している。図９は（ａ）に示す揉み軸４１と（ｂ）に示す叩き軸
４２の正面図である。図１０は第２マッサージユニット９の斜視図である。図１１は部材
の一部を省略した第２マッサージユニット９の斜視図である。図１２は第２マッサージユ
ニット９の正面図である。図１３は第２マッサージユニット９の側面であり、第２マッサ
ージ機構５１が後退した状態を示している。図１４は第２マッサージユニット９の側面で
あり、第２マッサージ機構５１が進出した状態を示している。図１５は第２マッサージユ
ニット９のアーム６０の斜視図である。
【００２３】
　図３～図１５に示すとおり、マッサージユニット８，９は、身長方向に複数設けられて
いる。本実施形態では、相対的に上側に配置される第１マッサージユニット８と、相対的
に下側に配置される第２マッサージユニット９と、が背凭れ部３に設けられている。各マ
ッサージユニット８，９はそれぞれ主として、ガイド機構３ｂによって昇降可能に支持さ
れた本体フレーム３０，５０と、施療子３４，５４を有するマッサージ機構３１，５１と
、マッサージ機構３１，５１を支持する支持フレーム３２，５２と、マッサージ機構３１
，５１を被施療部に対して進退させる進退駆動部１５，１６と、本体フレーム３０，５０
と支持フレーム３２，５２を連結して前後方向に揺動するリンク３３，５３と、を有して
構成されている。
【００２４】
　以下、上側の第１マッサージユニット８の構成について詳述する。
　図４～図８に示すとおり、本体フレーム３０は、後壁３０ａと、後壁３０ａの左右両側
から立設された側壁３０ｂと、後壁３０ａの下部から立設された底壁３０ｃと、後壁３０
ａの上部から立設された上壁３０ｄと、により前方が開口した箱型に構成されている。ま
た、本体フレーム３０の内部上方には、第１マッサージユニット８を昇降させるための昇
降モータ３５と、左右方向に延びる昇降軸３６と、昇降モータ３５の回転を減速して昇降
軸３６に伝達する減速器３７と、により構成される昇降機構が収容されている。昇降軸３
６は、両側壁３０ｂに回転可能として支持されている。側壁３０ｂには、上部にガイドロ
ーラ３８と昇降軸３６に取り付けられたピニオン３９が設けられ、下部にガイドローラ３
８とピニオン３９が設けられている。ピニオン３９とガイドローラ３８によりガイド機構
３ｂを挟持しており、昇降モータ３５を駆動すると第１マッサージユニット８は身長方向
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に沿って昇降することができる。第１マッサージユニット８の上部に昇降機構を配置して
いるため、施療子３４を第２マッサージ機構５１の施療子５４（上施療子５４ａ）に近接
させることができる。
【００２５】
　第１マッサージ機構３１は、先端に施療子３４を支持する左右で対をなすアーム４０と
、アーム４０を駆動してマッサージを行わせる駆動機構と、を有している。この駆動機構
は、アーム４０を支持するとともに対の施療子３４を左右方向に近接離反させて揉み動作
を行わせる揉み軸４１と、対の施療子３４を交互に進退させて叩き動作を行わせる叩き軸
４２と、揉み軸４１及び叩き軸４２を駆動するマッサージ駆動部としてのマッサージモー
タ４３と、マッサージモータ４３の回転を減速して揉み軸４１及び叩き軸４２に伝達する
減速器４４と、を有している。そして、駆動機構は箱型のフレーム４５によって支持され
ている。なお、本実施形態では、第１マッサージユニット８の施療子３４は、上下方向に
おいて単一である。
【００２６】
　図９（ａ）に示すとおり、揉み軸４１は、左右方向に延設されており、左右両側にその
軸心４１ｂに対して傾斜した傾斜軸４１ａが設けられている。そして、アーム４０がベア
リングを介して傾斜軸４１ａに回動可能として取り付けられている。なお、左右の傾斜軸
４１ａは、互いに平行ではなく正面視で略ハの字となるように傾斜している。また、揉み
軸４１には、対の施療子３４の間隔を検出する幅センサ４６が設けられている。図９（ｂ
）に示すとおり、叩き軸４２は、左右方向に延設されており、左右両側にその軸心４２ｂ
に対して偏心した偏心軸４２ａが設けられている。また、図５に示すとおり、叩き軸４２
とアーム４０の後部を連結する連結部材４７が、ベアリングを介して偏心軸４２ａに回動
可能として設けられている。なお、左右の偏心軸４２ａは、叩き軸４２の軸心４２ｂ回り
の位相が互いに異なっている。
【００２７】
　揉み軸４１が回転すると、アーム４０は連結部材４７によって揉み軸４１回りの回転が
規制されながら三次元的に回動する。すなわち図１６に示すように、揉み軸４１を一方向
に連続的に回転させると、施療子３４としては少なくとも左右及び上下方向成分を有する
ループ状の軌跡を描いて動作し、左右対の施療子３４としては左右方向へ動作して近接離
反する。このようにして揉み動作が行われる。一方、叩き軸４２が回転すると連結部材４
７の上下運動により、対のアーム４０は揉み軸４１を支点として交互に進退する。このよ
うにして叩き動作が行われる。なお、本実施形態では、叩き軸４２にクラッチを設け、単
一のマッサージモータ４３を正反転させることで、揉み動作／揉み叩き動作を切り換え可
能としているが、個別にマッサージモータ４３を設けて揉み動作と叩き動作を独立して行
えるようにしてもよい。
【００２８】
　支持フレーム３２は、前後方向に板面を有しており、前面側にフレーム４５が固定され
ることにより第１マッサージ機構３１を支持している。本体フレーム３０と支持フレーム
３２の間には、エアユニット２０からのエアの給排気により膨張収縮して、第１マッサー
ジ機構３１を被施療部に対して進退させる進退駆動部としての進退エアセル１５が設けら
れている。また、支持フレーム３２の側方には、本体フレーム３０と支持フレーム３２を
連結して前後方向に揺動するリンク３３が設けられている。リンク３３を支持フレーム３
２の側方に配置した理由は、支持フレーム３２の後方に配置する場合に比べてマッサージ
ユニット８の前後方向の厚みを抑えることができるからである。このリンク３３は前後方
向に並設され、相対的に後側に配置された第１リンク部３３ａと、相対的に前側に配置さ
れた第２リンク部３３ｂと、を有している。すなわち、リンク３３は四節リンク機構を構
成している。
【００２９】
　図７及び図８に示すとおり、第１リンク部３３ａと第２リンク部３３ｂの長さは異なっ
ており、具体的には、第１リンク部３３ａの長さが第２リンク部３３ｂの長さよりも短く
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なるように設定されている。第１リンク部３３ａは、昇降軸３６の近傍においてその上部
が揺動軸Ａ１を介して本体フレーム３０の側壁３０ｂに枢支され、その下部が枢軸Ａ２を
介して支持フレーム３２の上部に枢支されている。第２リンク部３３ｂは、昇降軸３６の
近傍においてその上部が揺動軸Ａ３を介して本体フレーム３０の側壁３０ｂに枢支され、
その下部が枢軸Ａ４を介して支持フレーム３２の下部に枢支されている。なお、第１リン
ク部３３ａの揺動軸Ａ１は、第２リンク部３３ｂの揺動軸Ａ３よりも若干後方に位置して
いる。そして、第１リンク部３３ａ及び第２リンク部３３ｂはそれぞれ、側壁３０ｂに設
けられた下に凸の円弧状のガイド部３０ｅ，３０ｆ（図４参照）に枢軸Ａ２，Ａ４が嵌合
することにより、その動作がガイドされる。また、図７及び図８に示すとおり、第１リン
ク部３３ａと第２リンク部３３ｂを、本体フレーム３０との連結部において連結して補強
する補強部４８が設けられている。このように、負荷のかかるリンク３３の揺動軸Ａ１，
Ａ３近傍を昇降軸３６及び補強部４８によって補強することができる。
【００３０】
　リンク３３は、第１マッサージ機構３１が最も後退した状態において、本体フレーム３
０との連結部が支持フレーム３２との連結部よりも前方に位置している。すなわち、第１
リンク部３３ａは揺動軸Ａ１が枢軸Ａ２よりも前方に位置し、かつ第２リンク部３３ｂは
揺動軸Ａ３が枢軸Ａ４よりも前方に位置している。従って、進退エアセル１５が膨張する
と、リンク３３が下に凸の円弧状の軌跡を描いて揺動するため、第１マッサージ機構３１
を被施療部に対向する方向と平行に近い軌跡で進退させることができる。また、四節リン
ク機構を採用しているため、第１マッサージ機構３１が最も後退した状態から進退エアセ
ル１５が膨張すると、第１リンク部３３ａが揺動軸Ａ１を中心として前方へ揺動する。し
かし、第１リンク部３３ａよりも長い第２リンク部３３ｂによって、第１リンク部３３ａ
の枢軸Ａ２よりも前方かつ下方で支持フレーム３２が枢支されているため、第１マッサー
ジ機構３１の揺動を抑制し、より被施療部に対向する方向と平行に近い軌跡で進退させる
ことができる。
【００３１】
　また、第１リンク部３３ａと第２リンク部３３ｂの長さが異なっているため、第１リン
ク部３３ａと第２リンク部３３ｂを前後方向に近接させて設けても第１マッサージ機構３
１の十分な進出量を確保することができ、第１マッサージユニット８の前後方向の厚みを
抑えることができる。また、後側に配置される第１リンク３３ａの長さが相対的に短いた
め、第１マッサージ機構３１が最も後退した状態を起点として、進出開始直後から十分な
前後方向成分の移動量を得ることができる。また、第１マッサージ機構３１を進出させる
過程で、第１リンク部３３ａが第２リンク部３３ｂに後方から当接することにより、所定
の前後位置で第１マッサージ機構３１の進出が制限される。すなわち、第２リンク部３３
ｂがストッパとして機能するため、別途ストッパを設ける必要がなく、部品点数を削減で
きる。
【００３２】
　以下、下側の第２マッサージユニット９の構成について詳述する。
  図９～図１５に示すとおり、本体フレーム５０は、後壁５０ａと、後壁５０ａの左右両
側から立設された側壁５０ｂと、後壁５０ａの下部から立設された底壁５０ｃと、後壁５
０ａの上部から立設された上壁５０ｄと、により前方が開口した箱型に構成されている。
また、本体フレーム５０の内部下方には、第２マッサージユニット９を昇降させるための
昇降モータ５５と、左右方向に延びる昇降軸５６と、昇降モータ５５の回転を減速して昇
降軸５６に伝達する減速器５７と、により構成される昇降機構が収容されている。昇降軸
５６は、両側壁５０ｂに回転可能として支持されている。側壁５０ｂには、下部にガイド
ローラ５８と昇降軸５６に取り付けられたピニオン５９が設けられ、上部にガイドローラ
５８とピニオン５９が設けられている。ピニオン５９とガイドローラ５８によりガイド機
構３ｂを挟持しており、昇降モータ５５を駆動すると第２マッサージユニット９は身長方
向に沿って昇降することができる。第２マッサージユニット９の下部に昇降機構を配置し
ているため、施療子５４（上施療子５４ａ）を第１マッサージ機構３１の施療子３４に近
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接させることができる。
　
【００３３】
　第２マッサージ機構５１は、先端に施療子５４を支持する左右で対をなすアーム６０と
、アーム６０を駆動してマッサージを行わせる駆動機構と、を有している。この駆動機構
は、アーム６０を支持するとともに対の施療子５４を左右方向に近接離反させて揉み動作
を行わせる揉み軸６１と、揉み軸６１を駆動するマッサージ駆動部としてのマッサージモ
ータ６３と、マッサージモータ６３の回転を減速して揉み軸６１に伝達する減速器６４と
、を有している。そして、駆動機構は箱型のフレーム６５によって支持されている。なお
、アーム６０は側面視でくの字型に形成されており、その上端に相対的に大径の上施療子
５４ａが設けられ、その下端に相対的に小径の下施療子５４ｂが設けられている。すなわ
ち、第１マッサージユニット８とは異なり、施療子５４は上下方向において２つ設けられ
ている。
【００３４】
　図９（ａ）に示すとおり、揉み軸６１は、第１マッサージ機構３１の揉み軸４１と同一
の構成であり、左右方向に延設されており、左右両側にその軸心６１ｂに対して傾斜した
傾斜軸６１ａが設けられている。そして、アーム６０がベアリングを介して傾斜軸６１ａ
に回動可能として取り付けられている。なお、左右の傾斜軸６１ａは、互いに平行ではな
く正面視で略ハの字となるように傾斜している。図１５に示すとおり、アーム６０の後方
には、アーム６０と支持フレーム５２を連結すべく後端にボールジョイントを有する連結
部材６７が設けられている。支持フレーム５２の前面側には左右方向に沿った溝６９が設
けられており、連結部材６７のボールジョイントが溝６９に嵌合している。また、揉み軸
６１には、対の施療子５４の間隔を検出する幅センサ６６が設けられている。
【００３５】
　揉み軸６１が回転すると、アーム６０は連結部材６７によって揉み軸６１回りの回転が
規制されながら三次元的に回動する。すなわち図１６に示すように、揉み軸６１を一方向
に連続的に回転させると、施療子５４としては少なくとも左右及び上下方向成分を有する
ループ状の軌跡を描いて動作する。また、左右対の施療子５４としては左右方向へ動作し
て、上施療子５４ａが近接するときには下施療子５４ｂは離反し、上施療子５４ａが離反
するときには下施療子５４ｂは近接する。このようにして揉み動作が行われる。なお、本
実施形態では、第２マッサージ機構５１は揉み動作のみ行う構成としたが、第１マッサー
ジ機構３１と同様、叩き動作も行うことができる構成としてもよい。
【００３６】
　支持フレーム５２は、前後方向に板面を有しており、前面側にフレーム６５が固定され
ることにより第２マッサージ機構５１を支持している。本体フレーム５０と支持フレーム
５２の間には、エアユニット２０からのエアの給排気により膨張収縮して、第２マッサー
ジ機構５１を被施療部に対して進退させる進退駆動部としての進退エアセル１６が設けら
れている。また、支持フレーム５２の側方には、本体フレーム５０と支持フレーム５２を
連結して前後方向に揺動するリンク５３が設けられている。このリンク５３は前後方向に
並設され、相対的に後側に配置された第１リンク部５３ａと、相対的に前側に配置された
第２リンク部５３ｂと、を有している。すなわち、リンクは四節リンク機構を構成してい
る。
【００３７】
　第１リンク部５３ａと第２リンク部５３ｂの長さは異なっており、具体的には、第１リ
ンク部５３ａの長さが第２リンク部５３ｂの長さよりも短くなるように設定されている。
第１リンク部５３ａは、昇降軸５６の近傍においてその下部が揺動軸Ａ５を介して本体フ
レーム６０の側壁６０ｂに枢支され、その上部が枢軸Ａ６を介して支持フレーム５２の下
部に枢支されている。第２リンク部５３ｂは、昇降軸５６の近傍においてその下部が揺動
軸Ａ７を介して本体フレーム６０の側壁６０ｂに枢支され、その上部が枢軸Ａ８を介して
支持フレーム５２の上部に枢支されている。なお、第１リンク部５３ａの揺動軸Ａ５は、
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第２リンク部５３ｂの揺動軸Ａ７よりも若干後方に位置している。そして、第１リンク部
５３ａ及び第２リンク部５３ｂはそれぞれ、側壁５０ｂに設けられた上に凸の円弧状のガ
イド部５０ｅ，５０ｆ（図１０参照）に枢軸Ａ６，Ａ８が嵌合することにより、その動作
がガイドされる。また、図１３及び図１４に示すとおり、第１リンク部５３ａと第２リン
ク部５３ｂを、本体フレーム６０との連結部において連結して補強する補強部６８が設け
られている。このように、負荷のかかるリンク５３の揺動軸Ａ５，Ａ７近傍を昇降軸５６
及び補強部６８によって補強することができる。
【００３８】
　リンク５３は、第２マッサージ機構５１が最も後退した状態において、本体フレーム６
０との連結部が支持フレーム６２との連結部よりも前方に位置している。すなわち、第１
リンク部５３ａは揺動軸Ａ５が枢軸Ａ６よりも前方に位置し、かつ第２リンク部５３ｂは
揺動軸Ａ７が枢軸Ａ８よりも前方に位置している。従って、進退エアセル１６が膨張する
と、リンク５３が上に凸の円弧状の軌跡を描いて揺動するため、第２マッサージ機構５１
を被施療部に対向する方向と平行に近い軌跡で進退させることができる。また、四節リン
ク機構を採用しているため、第２マッサージ機構５１が最も後退した状態から進退エアセ
ル１６が膨張すると、第１リンク部５３ａが揺動軸Ａ５を中心として前方へ揺動する。し
かし、第１リンク部５３ａよりも長い第２リンク部５３ｂによって、第１リンク部５３ａ
の枢軸Ａ６よりも前方かつ上方で支持フレーム５２が枢支されているため、第２マッサー
ジ機構５１の揺動を抑制し、より被施療部に対向する方向と平行に近い軌跡で進退させる
ことができる。
【００３９】
　また、第１リンク部５３ａと第２リンク部５３ｂの長さが異なっているため、第１リン
ク部５３ａと第２リンク部５３ｂを前後方向に近接させて設けても第２マッサージ機構５
１の十分な進出量を確保することができ、第２マッサージユニット９の前後方向の厚みを
抑えることができる。また、後側に配置される第１リンク５３ａの長さが相対的に短いた
め、第２マッサージ機構５１が最も後退した状態を起点として、進出開始直後から十分な
前後方向成分の移動量を得ることができる。また、第２マッサージ機構５１を進出させる
過程で、第１リンク部５３ａが第２リンク部５３ｂに後方から当接することにより、所定
の前後位置で第２マッサージ機構５１の進出が制限される。すなわち、第２リンク部５３
ｂがストッパとして機能するため、別途ストッパを設ける必要がなく、部品点数を削減で
きる。
【００４０】
　［センサの構成］
　図２に示すとおり、マッサージ機１は、第１マッサージユニット８と第２マッサージユ
ニット９の相対位置を検出するセンサ７０を有している。以下、このセンサ７０について
詳述する。
【００４１】
　図４に示すとおり、第１マッサージユニット８の下部である底壁３０ｃには、左右方向
一方側に磁石を取り付けたマグネットホルダ７３が設けられ、左右方向他方側に磁石の近
接を検出する第１センサ部７１及び第１センサ部７１に電気的に接続されたサブ制御部２
５（図２参照）が設けられている。一方、図１０に示すとおり、第２マッサージユニット
９の上部である上壁５０ｄには、左右方向一方側に磁石の近接を検出する第２センサ部７
２及び第２センサ部７２に電気的に接続されたサブ制御部２６（図２参照）が設けられて
おり、左右方向他方側に磁石を取り付けたマグネットホルダ７４が設けられている。サブ
制御部２５，２６は、それぞれ昇降モータ３５，５５に電気的に接続されており、各マッ
サージユニット８，９の昇降を制御することができる。また、メイン制御部２４にも電気
的に接続されている。
【００４２】
　第１センサ部７１は、第２マッサージユニット９に設けられたマグネットホルダ７４と
上下方向に直交する位置が略一致しており、第１マッサージユニット８に対する第２マッ
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サージユニット９の近接を検出することができる。一方、第２センサ部７２は、第１マッ
サージユニット８に設けられたマグネットホルダ７３と上下方向に直交する位置が略一致
しており、第２マッサージユニット９に対する第１マッサージユニット８の近接を検出す
ることができる。すなわち、センサ７０は、第１センサ部７１及び第２センサ部７２によ
り構成された非接触式のセンサである。上述したように、それぞれのマッサージユニット
８，９が相手側のマッサージユニット９，８の近接を検出して、それぞれのサブ制御部２
５，２６が昇降モータ３３，５５を制御するため、衝突防止の精度が高まる。
　
【００４３】
　なお、センサ７０は、第１マッサージユニット８と第２マッサージユニット９の相対位
置として、両マッサージユニット８，９の間隔を複数段階検出することができることが好
ましい。例えば、両マッサージユニット８，９の間隔が所定距離まで近づいた「近接状態
」とこの近接状態よりも若干離反した「近接前状態」の２段階の状態を検出できるように
すればよい。従って、第１マッサージユニット８と第２マッサージユニット９の相対位置
の検出範囲が広がる。また、両マッサージユニット８，９を所定の相対位置（例えば、近
接状態又は近接前状態）として、この相対位置を維持した状態で一体的に昇降させること
もできる。
【００４４】
　図２に示すとおり、背凭れ部３には、第１マッサージユニット８の昇降範囲の上限位置
を検出する上限センサ７５と、第２マッサージユニット９の昇降範囲の下限位置を検出す
る下限センサ７６と、が設けられており、第１及び第２マッサージユニット８，９は背凭
れ部３から離脱しないようになっている。また、第１及び第２マッサージユニット８，９
はそれぞれ、昇降軸３６，５６の回転数を検出することにより上下位置を検出する昇降セ
ンサ７７，７８を有している。第１マッサージユニット８は、上限位置から昇降軸３６が
何回転したかを昇降センサ７７が検出することにより、その上下位置が検出される。第２
マッサージユニット９は、下限位置から昇降軸５６が何回転したかを昇降センサ７８が検
出することにより、その上下位置が検出される。
【００４５】
　［衝突回避の動作制御］
　両マッサージユニット８，９が互いに近づく方向に移動しているときに、両マッサージ
ユニット８，９が所定の相対位置（例えば、近接状態又は近接前状態）となったことを検
出した場合は、サブ制御部２５は昇降モータ３５の駆動を停止又は反転するよう制御し、
サブ制御部２６は昇降モータ５５の駆動を停止又は反転するよう制御する。また、各サブ
制御部２５，２６は、メイン制御部２４に上記制御を行ったことを伝達する。このように
して、両マッサージユニット８，９の衝突が回避される。
【００４６】
　一方のマッサージユニット（例えば、第１マッサージユニット８）の昇降が停止してい
る状態で、他方のマッサージユニット（例えば、第２マッサージユニット９）が一方のマ
ッサージユニットに近づく方向に移動しているときに、両マッサージユニット８，９が所
定の相対位置（例えば、近接状態又は近接前状態）となったことを検出した場合は、サブ
制御部２６は昇降モータ５５の駆動を停止又は反転するよう制御する。また、各サブ制御
部２５，２６は、メイン制御部２４に上記制御を行ったことを伝達する。なお、上記制御
に代えて又は加えて、サブ制御部２５が昇降モータ３５を駆動して、第１マッサージユニ
ット８を第２マッサージユニット９から離れる方向に移動するよう制御してもよい。この
ようにして、両マッサージユニット８，９の衝突が回避される。
【００４７】
　両マッサージユニット８，９が同一方向へ上昇又は下降する際は、進行方向前側のマッ
サージユニットが進行方向後側のマッサージユニットよりも昇降速度が速くなるように制
御する、又は進行方向前側のマッサージユニットが進行方向後側のマッサージユニットよ
りも先に移動を開始するよう制御する。このようにすることで、衝突防止の精度が更に高
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まる。また、進行方向前側のマッサージユニットの昇降速度を相対的に僅かに速くする、
又は進行方向前側のマッサージユニットの移動を相対的に僅かに先に開始すれば、両マッ
サージユニット８，９を近づけた状態で同一方向にスムーズに移動させることができる。
すなわち、センサ７０が頻繁に前記近接状態を検出して、進行方向後側のマッサージユニ
ットが小刻みに停止又は離反してしまうことを防止できる。
【００４８】
　［マッサージ動作］
　以下、揉み動作について詳述する。
　図１６は揉み動作の説明図である。図１７は揉み動作の説明図であり、（ａ）はマッサ
ージユニット８の昇降を停止した状態での揉み動作、（ｂ）はマッサージユニット８を下
降させながらの揉み動作、（ｃ）はマッサージユニット８を上昇させながらの揉み動作を
示している。図１８は揉み動作の説明図であり、（ａ）はマッサージユニット８の昇降を
停止した状態での揉み動作、（ｂ）はマッサージユニット８を上昇させながらの揉み動作
、（ｃ）はマッサージユニット８を下降させながらの揉み動作を示している。図１９は揉
み動作の説明図である。なお、図１６及び図１９では、第１マッサージユニット８を首位
置に配置し、第２マッサージユニット９を肩位置に配置した状態を示している。
【００４９】
　図１６に示すとおり、マッサージモータ４３，６３を駆動して揉み軸４１，６１を一方
向に連続的に回転させた場合は、各施療子３４，５４としては正面視で左右及び上下方向
成分を有するループ状の軌跡を描いて動作する。一方、揉み軸４１，６１を一回転させる
前に反転させた場合は、各施療子３４，５４としては正面視で左右及び上下方向成分を有
する円弧状の軌跡を描いて動作する。上記いずれの場合であっても、左右対の施療子３４
，５４としては左右方向へ動作して近接離反する。このようにして揉み動作が行われる。
【００５０】
　図７及び図１３に示すとおり、本実施形態に係るマッサージ機１では、第１マッサージ
機構３１の施療子３４と揉み軸４１の距離ｄ１は、第２マッサージ機構５１の施療子５４
（上施療子５４ａ）と揉み軸６１の距離ｄ２よりも短くなるように設定されている。従っ
て、図１６に示すとおり、第１マッサージ機構３１の施療子３４と第２マッサージ機構５
１の施療子５４とは、揉み動作における左右方向の動作範囲が異なっており、具体的には
、施療子３４の動作範囲Ｗ１は、施療子５４の動作範囲Ｗ２よりも狭くなっている。また
、第１マッサージ機構３１の施療子３４と第２マッサージ機構５１の施療子５４とは、揉
み動作の軌跡の上下寸法が異なっており、具体的には、施療子３４の前記軌跡の上下寸法
Ｈ１は、施療子５４の前記軌跡の上下寸法Ｈ２よりも小さくなっている。なお、揉み軸４
１，６１の軸心４１ｂ，６１ｂに対する傾斜軸４１ａ，６１ａの傾斜角度を異ならせるこ
とによっても、前記動作範囲と前記軌跡の上下寸法を異ならせることができる。具体的に
は、揉み軸４１，６１の軸心４１ｂ，６１ｂに対する傾斜軸４１ａ，６１ａの傾斜角度を
大きくするほど、前記動作範囲と前記軌跡の上下寸法を大きくすることができる。
【００５１】
　このような構成とすることにより、第１マッサージ機構３１により施療範囲の狭い首に
対して比較的細かな揉み動作を行い、第２マッサージ機構５１により施療範囲の広い首よ
り下の被施療部（例えば、肩、背中、腰等）に対して、ダイナミックな揉み動作を行うこ
とができる。すなわち、施療部位に応じて効果的な揉み動作を行うことができる。また、
両マッサージユニット８，９は昇降可能であるため、第１マッサージユニット８と第２マ
ッサージユニット９を切り換えて、同一の被施療部に対して異なる揉み動作を行うことが
できる。
【００５２】
　また、揉み動作に同期して各マッサージユニット８，９を身長方向に沿って昇降させる
ことにより、揉み動作の軌跡の上下寸法を変化させることができる。施療子３４を例示し
て説明すると、図１７（ｂ）に示すとおり、施療子３４の揉み動作による下方動作に同期
して第１マッサージユニット８を下降させれば、揉み動作の軌跡の上下寸法Ｈ１は大きく
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なり、図１７（ｃ）に示すとおり、施療子３４の揉み動作による下方動作に同期して第１
マッサージユニット８を上昇させれば、揉み動作の上下寸法Ｈ１は小さくなる。あるいは
、図１８（ｂ）に示すとおり、施療子３４の揉み動作による上方動作に同期して第１マッ
サージユニット８を上昇させれば、揉み動作の軌跡の上下寸法Ｈ１は大きくなり、図１８
（ｃ）に示すとおり、施療子３４の揉み動作による上方動作に同期して第１マッサージユ
ニット８を下降させれば、揉み動作の上下寸法Ｈ１は小さくなる。
【００５３】
　このような構成とすることにより、揉み動作の体感を様々に変化させることができる。
例えば、揉み動作の左右方向の動作範囲は、被施療部をマッサージするマッサージユニッ
ト８，９を切り換えることにより行い、揉み動作の軌跡の上下寸法は、マッサージユニッ
ト８，９の昇降を加えることにより行えばよい。なお、図１７及び図１８では、第１マッ
サージ機構３１の施療子３４について例示したが、第２マッサージ機構５１の施療子５４
についても同様の揉み動作を行うことができる。また、マッサージモータによる揉み動作
が、左右対の施療子が左右方向成分のみを有して近接離反する構成にあっては、マッサー
ジユニットの昇降を加えることにより、施療子が上下方向成分を有する円弧状又はループ
状の軌跡を描く動作に変更することができる。
【００５４】
　他の実施形態として図１９に示すとおり、第１マッサージ機構３１と第２マッサージ機
構５１とでは、揉み動作において最も近接したときの左右対の施療子３４，５４の離隔距
離が異なるように設定されていてもよい。具体的には、第１マッサージ機構３１の前記離
隔距離Ｄ１は、第２マッサージ機構５１の前記離隔距離Ｄ２よりも狭くなるように設定さ
れていることが好ましい。前記離隔距離は、対をなすアーム４０，６０の揉み軸４１，６
１への取付位置の間隔、又は揉み軸４１，６１の軸心４１ｂ，６１ｂに対する傾斜軸４１
ａ，６１ａの傾斜角度に起因する。このような構成とすることにより、第１マッサージ機
構３１により首に対してしっかりとした揉み動作を行い、第２マッサージ機構５１により
施療範囲の広い首より下の被施療部（例えば、肩、背中、腰等）に対して身体の中心線（
例えば背骨）近傍を避けて揉み動作を行うことができる。すなわち、施療部位に応じて効
果的な揉み動作を行うことができる。
【００５５】
　以下、第１マッサージ機構３１と第２マッサージ機構５１の協働について説明する。
【００５６】
　［動作１］
　図２０は動作１のフロー図である。図２１は動作１の説明図であり、（ａ）は第１マッ
サージ機構３１が進出し第２マッサージ機構５１が後退した状態、（ｂ）は第１マッサー
ジ機構３１が後退し第２マッサージ機構５１が進出した状態を示している。
　動作１は、第１マッサージ機構３１と第２マッサージ機構５１を、タイミングをずらし
て進退させる動作であり、マッサージモータ４３，６３の駆動による施療子３４，５４の
動作を含めることが好ましい。以下、図２１に示すとおり、第１マッサージユニット８を
首位置に配置し、第２マッサージユニット９を肩の背面位置に配置した状態で、動作１を
行う場合について例示する。
【００５７】
　図２０に示すとおり、まず第１マッサージ機構３１を第２マッサージ機構５１に対して
相対的に進出させる（ステップＳ１）。続いて、第１マッサージ機構３１の前後位置を維
持した状態で、第２マッサージ機構５１を進出させる（ステップＳ２）。続いて、第２マ
ッサージ機構５１の前後位置を維持した状態で、第１マッサージ機構３１を第２マッサー
ジ機構５１に対して相対的に後退させる（ステップＳ３）。続いて、第１マッサージ機構
３１の前後位置を維持した状態で、第２マッサージ機構５１を後退させる（ステップＳ４
）。このステップＳ１～Ｓ４のサイクルを所定時間繰り返す。なお、このステップＳ１～
Ｓ４においては、第２マッサージ機構５１から先に進出させてもよい。また、各マッサー
ジユニット８，９を配置する位置は特に限定されず、例えば、第１マッサージユニット８
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を首位置に配置し、第２マッサージユニット９を腰位置に配置してもよい。
【００５８】
　ステップＳ１～Ｓ４においては、マッサージモータ４３，６３を駆動して施療子３４，
５４に揉み動作又は叩き動作を含むマッサージを行わせることが好ましく、前記マッサー
ジを常時行っていてもよい。あるいは、前記マッサージは断続的に行っていてもよく、例
えば、各マッサージ機構３１，５１が進出しているときに前記マッサージを行い、各マッ
サージ機構３１，５１が後退しているときは前記マッサージを停止してもよい。また、マ
ッサージ機構３１，５１の進出又は後退と前記マッサージを同期させてもよく、この場合
は、あたかもマッサージ師が力加減を変更しながら揉み動作又は叩き動作を行うかのよう
な体感を得ることができる。あるいは、マッサージ機構３１，５１の進出又は後退と、左
右対の施療子３４，５４を近接させる動作と、を同期させてもよく、この場合は、あたか
もマッサージ師が被施療部を掴みながら押し込む、又は被施療部を掴みながら引くかのよ
うな体感を得ることができる。なお、ここでいう「同期」とは、マッサージ機構３１，５
１の進出又は後退を行う進退駆動部１５，１６と、揉み動作、叩き動作、又は対の施療子
を近接させる動作を行うマッサージモータ４３，６３と、の駆動は後先を問わず並行して
行われていればよく、更にはマッサージ機構３１，５１の進出又は後退完了後にマッサー
ジモータ４３，６３を駆動させる場合も含む。
【００５９】
　また、一方のマッサージ機構の進出に同期して他方のマッサージ機構を後退させるよう
に、各マッサージ機構３１，５１を交互に進退させてもよく、この場合は、あたかもマッ
サージ師が左手と右手を交互に切り替えてマッサージを行うかのような体感を得ることが
できる。また、一方のマッサージ機構を進出させた状態で、他方のマッサージ機構は進出
及び後退を所定時間繰り返してもよく、この場合は、あたかもマッサージ師が一方の手を
被施療部に添えて、他方の手で指圧を繰り返すかのような体感を得ることができる。
【００６０】
　また、ステップＳ１～Ｓ４においては、昇降モータ３５，５５を駆動して各マッサージ
ユニット８，９を昇降させてもよく、例えば、マッサージ機構３１，５１の進出とマッサ
ージユニット８，９の上昇又は下降を同期させてもよく、この場合は、あたかもマッサー
ジ師が被施療部を押し上げ又は押し下げるかのような体感を得ることができる。なお、こ
の動作は、左右対の施療子を近接させる動作も同期させることが好ましい。
【００６１】
　このように動作１は、各マッサージ機構３１，５１がタイミングをずらして進退してマ
ッサージを行うため、あたかもマッサージ師が両手を使ってマッサージを行うかのような
臨場感のある体感を得ることができる。特に、前記マッサージとして揉み動作を行う場合
は、一方のマッサージ機構の左右対の施療子が、マッサージ師の左手の親指と他の指での
揉み動作を模擬し、他方のマッサージ機構の左右対の施療子が、マッサージ師の右手の親
指と他の指での揉み動作を模擬することができる。また、動作１は、両マッサージ機構３
１，５１を上下方向に近づけた状態で行うことにより臨場感が顕著となるため、センサ７
０に基づいて、前述した近接状態又は近接前状態で行うことが好ましい。
【００６２】
　また、前述した実施形態では、各マッサージ機構３１，５１を互いにタイミングをずら
して進出又は後退させることで臨場感のある体感を実現したが、各マッサージ機構３１，
５１の進出又は後退させる速度を互いに異ならせても同様の体感を得ることができる。例
えば、第１マッサージ機構３１の進出速度を第２マッサージ機構５１の進出速度よりも相
対的に速くした場合は、各マッサージ機構３１，５１が同時に進出を開始したとしても、
第１マッサージ機構３１の施療子３４で被施療部を押し込んだ後、少し遅れて第２マッサ
ージ機構５１の施療子５４で被施療部を押し込むこととなる。従って、あたかもマッサー
ジ師が左手と右手を被施療部に順次押し込むかのような体感を得ることができる。
【００６３】
　［動作２］
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　図２２は動作２及び動作３のフロー図である。図２３は動作２及び動作３の説明図であ
り、（ａ）は第１及び第２マッサージ機構３１，５１が後退した状態、（ｂ）は第１及び
第２マッサージ機構３１，５１が進出した状態、（ｃ）は第１マッサージ機構３１が進出
し第２マッサージ機構５１が後退した状態を示している。なお、図２３において、斜線を
付した施療子３４，５４ａ，５４ｂは進出した状態を示しており、斜線を付していない施
療子３４，５４ａ，５４ｂは後退した状態を示している。
【００６４】
　動作２は、第１マッサージ機構３１の施療子３４と第２マッサージ機構５１の施療子５
４を被施療部に対して進出させる動作である。以下、図２３に示すとおり、１マッサージ
ユニット８を肩の背面位置に配置し、第２マッサージユニット９を背中上部に配置した状
態で、動作２を行う場合について例示する。
【００６５】
　図２２に示すとおり、まず各マッサージユニット８，９を昇降させて、身長方向におい
て近接した状態とする（ステップＳ１）。この例では、第１マッサージユニット８を肩の
背面位置に配置し、第２マッサージユニット９を背中上部に配置している。従って、図２
３に示すように施療子３４と上施療子５４ａが身長方向において近接した状態となる。続
いて、マッサージモータ４３，６３を駆動し、図２３（ａ）に示すように第１マッサージ
機構３１の施療子３４と第２マッサージ機構５１の施療子５４の左右方向における位置を
異ならせる（ステップＳ２）。続いて、進退駆動部１５，１６を駆動して、図２３（ｂ）
に示すように第１マッサージ機構３１及び第２マッサージ機構５１を進出させる（ステッ
プＳ３）。
【００６６】
　なお、ステップＳ１においては、両マッサージユニット８，９の上下間隔をセンサ７０
に基づいて決定すればよく、例えば、前述した近接状態又は近接前状態とすればよい。ま
た、ステップＳ２においては、各施療子３４，５４の左右位置は、幅センサ４６，６６に
基づいて決定すればよい。また、ステップＳ１とステップＳ２は並行して行ってもよい。
また、ステップＳ３においては、第１マッサージ機構３１及び第２マッサージ機構５１は
、同時に進出させてもよいし、タイミングをずらして進出させてもよい。
【００６７】
　ステップＳ３においては、マッサージモータ４３，６３を駆動させて揉み動作又は叩き
動作を行ってもよい。例えば、背凭れ部３において、一方のマッサージ機構に揉み動作を
行わせ、それと並行して他方のマッサージ機構に叩き動作を含む動作を行わせることが好
ましい。このように動作させることで、あたかも２人以上のマッサージ師により、上半身
に対して異なる種類のマッサージを行われているかのような体感を与えることができる。
なお、マッサージ師は片手で揉み動作を行うことはできても、片手で叩き動作を行うこと
はできないため、１人のマッサージ師では揉み動作と叩き動作を並行して行うことはでき
ない。
【００６８】
　このように動作２は、第１マッサージ機構３１の施療子３４と第２マッサージ機構５１
の施療子５４（上施療子５４ａ）が、左右方向に並んだ状態となるため、あたかもマッサ
ージ師が両手を使って親指と他の指でマッサージ（指圧）を行うかのような臨場感のある
体感を得ることができる。すなわち、図２３に示す状態では、左右内側に位置する施療子
３４が親指に相当し、左右外側に位置する上施療子５４ａ又は下施療子５４ｂがその他の
指に相当する。また、前述した実施形態では、第１マッサージ機構３１と第２マッサージ
機構５１が近接した状態で動作２を行う場合について説明したが、離反した状態で動作２
を行ってもよい。この場合、例えば、下側に位置する施療子５４（上施療子５４ａ又は下
施療子５４ｂ）が親指に相当し、上側に位置する施療子３４が他の指に相当する。
【００６９】
　［動作３］
　動作３は、第１マッサージ機構３１の施療子３４と第２マッサージ機構５１の施療子５
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４について、左右方向における位置を異ならせ、かつ進出させた状態から一方のマッサー
ジ機構の施療子を後退させる動作である。以下、図２２に示すとおり、動作２に引き続い
て動作３を行う場合について例示する。
【００７０】
　動作２のステップＳ３に引き続いて、進退駆動部を駆動していずれか一方のマッサージ
機構を後退させる（ステップＳ４）。図２３に示す例では、進退駆動部１６を駆動して、
第２マッサージ機構５１を後退させている。そうすると、進出している第１マッサージ機
構３１の施療子３４に被施療部が強く当接し、あたかも施療子３４によって指圧されてい
るかのような体感を得ることができる。なお、動作３は、両マッサージ機構３１，５１が
近接した状態で行うことにより指圧の体感が顕著となるため、センサ７０に基づいて、前
述した近接状態又は近接前状態で行うことが好ましい。また、動作２及び動作３において
は、各マッサージユニット８，９を配置する位置は特に限定されず、例えば、第１マッサ
ージユニット８を首又は背中位置に配置し、第２マッサージユニット９を腰位置に配置し
てもよい。
【００７１】
　［動作４］
　図２４は動作４の説明図である。なお、図２４においては、理解を容易にするために、
下施療子５４ｂの図示を省略している。
　動作４は、第１マッサージ機構３１の施療子３４と第２マッサージ機構５１の施療子５
４について、それぞれ異なる速度で揉み動作を行う動作であり、各マッサージ機構３１，
５１を身長方向において近接した状態として行うことが好ましい。
【００７２】
　まず各マッサージユニット８，９を昇降させて、身長方向において近接した状態とする
。続いて、各マッサージモータ４３，６３を一方向に連続的に駆動して、第１マッサージ
機構３１の施療子３４と第２マッサージ機構５１の施療子５４により揉み動作を行わせる
。この揉み動作は、それぞれのマッサージモータ４３，６３を異なる速度で駆動すること
により、それぞれの揉み軸４１，６１を異なる速度で回転させて行う。図２４に示す例で
は、揉み軸４１の回転を相対的に速くしている。なお、両マッサージユニット８，９の上
下間隔は、センサ７０に基づいて決定すればよく、例えば、前述した近接状態又は近接前
状態とすればよい。
【００７３】
　このように動作４は、各マッサージ機構３１，５１の施療子３４，５４がループ状の軌
跡を１周するサイクルを繰り返して揉み動作を行うわけであるが、一方のマッサージ機構
の施療子を視点とすると、各サイクルで他方のマッサージ機構の施療子との位置関係が異
なる。例えば、第１マッサージ機構３１の施療子３４を視点とすると、１サイクル目の対
の施療子３４が最も離反した状態では、第２マッサージ機構５１の対の施療子５４は揉み
動作の軌跡上における上端に位置しているが、２サイクル目の対の施療子３４が最も離反
した状態では、第２マッサージ機構５１の対の施療子５４は揉み動作の軌跡上における下
端に位置している。このように動作４は、第１マッサージ機構３１の施療子３４と第２マ
ッサージ機構５１の施療子５４と、による上下方向からの揉み動作を時間の経過とともに
変化させることができ、マッサージ効果が高まる。
【００７４】
　［動作５］
　図２５は動作５の説明図であり、（ａ）は第１及び第２マッサージ機構３１，５１が後
退した状態、（ｂ）は第１マッサージ機構３１が後退し第２マッサージ機構５１が進出し
た状態を示している。
　図２５に示すとおり、動作５は、第１マッサージユニット８を肩位置に配置し、第２マ
ッサージユニット９を腰位置に配置した状態で、第２マッサージ機構５１を進出させる動
作であり、マッサージモータ４３の駆動による施療子３４の動作を含めることが好ましい
。第２マッサージ機構５１を腰位置で進出させることにより、腰が前方に押し出されて上
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半身が仰け反るような姿勢となる。従って、第１マッサージ機構３１の施療子３４に肩が
強く当接する。このとき第１マッサージ機構３１の施療子３４に揉み動作又は叩き動作を
行わせていれば、マッサージ効果が高まる。
【００７５】
　［動作６］
　図２６は動作６の説明図であり、（ａ）は第１マッサージユニット８が肩位置に配置さ
れ第２マッサージユニット９が腰位置に配置された状態、（ｂ）は第１マッサージユニッ
ト８が肩位置に配置され第２マッサージユニット９が背中位置まで上昇した状態を示して
いる。
　図２６に示すとおり、動作６は、第１マッサージユニット８を肩位置に配置した状態で
、第２マッサージユニット９を身長方向に上昇させる動作であり、マッサージモータ４３
の駆動による施療子３４の動作を含めることが好ましい。第２マッサージユニット９を上
昇させることにより、上半身が持ち上げられる。従って、第１マッサージ機構３１の施療
子３４に肩が強く当接する。このとき第１マッサージ機構３１の施療子３４に揉み動作又
は叩き動作を行わせていれば、マッサージ効果が高まる。
【００７６】
　［動作７］
　図２７は動作７の説明図であり、（ａ）は第１マッサージ機構３１が進出して首を挟持
し第２マッサージ機構５１が肩位置に配置された状態、（ｂ）は第１マッサージ機構３１
が進出して首を挟持し第２マッサージ機構５１が腰位置まで下降した状態を示している。
　動作７は、一方のマッサージ機構の対の施療子により被施療部を挟持した状態で、他方
のマッサージ機構を身長方向に上昇又は下降させる動作である。図２７に示す例では、第
１マッサージ機構３１を進出させ対の施療子３４を近接させて首を挟持した状態で、第２
マッサージユニット９を下降させている。第２マッサージユニット９を下降させることに
より、上半身が下方へ引っ張られる。従って、首は第１マッサージ機構３１の施療子３４
により挟持されているため、首を伸ばすストレッチ効果を得ることができる。また、第１
マッサージ機構により首を挟持した状態で、第２マッサージユニット９に上昇及び下降を
繰り返し行わせれば、あたかもマッサージ師が一方の手を添えて首を固定した状態で、他
方の手で被施療部をさすったり伸ばしたりするかのような体感を得ることができる。
【００７７】
　動作７においては、各マッサージユニット８，９を配置する位置は特に限定されない。
また、被施療部を挟持するマッサージ機構と上昇又は下降させるマッサージ機構は適宜選
択することができる。例えば、第２マッサージユニット９を腰位置に配置して対の施療子
５４により腰を挟持した状態で、第１マッサージユニット８を背中位置で上昇又は下降さ
せてもよい。
【００７８】
　［動作８］
　図２８は動作８の説明図であり、（ａ）は第１マッサージ機構３１が揉み動作を行い、
第２マッサージ機構５１が上昇過程の状態であり、（ｂ）は第１マッサージ機構３１が揉
み動作を行い、第２マッサージ機構５１が下降過程の状態を示している。動作８は、一方
のマッサージ機構に揉み動作又は叩き動作を行わせ、他方のマッサージ機構を上昇又は下
降させる動作である。以下、図２８に基づいて、第１マッサージ機構３１を前記一方のマ
ッサージ機構として揉み動作を行わせ、第２マッサージ機構５１を前記他方のマッサージ
機構として上昇又は下降させる場合について例示する。
【００７９】
　図２８（ａ）に示すとおり、第１マッサージ機構３１に向かって第２マッサージ機構５
１を上昇させて近接させていくことにより、被施療部の筋肉が第１マッサージ機構３１側
に寄せられることとなり、この寄せた筋肉を第１マッサージ機構３１の対の施療子３４に
より揉むことができる。一方、図２８（ｂ）に示すとおり、第１マッサージ機構３１から
第２マッサージ機構５１を下降させて離反させていくことにより、被施療部の筋肉が引っ
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張られることとなり、この引っ張られた筋肉を第１マッサージ機構３１の対の施療子３４
により揉むことができる。しかも、第２マッサージ機構５１の上昇又は下降によって被施
療部をさすることで血行を促進することができ、血行を高めた被施療部に対して第１マッ
サージ機構３１が揉み動作を行うことでマッサージ効果が更に高まる。なお、動作８にお
いては、第１マッサージ機構３１を上昇又は下降させ、第２マッサージ機構５１に揉み動
作又は叩き動作を行わせてもよい。
【００８０】
　［動作９］
　図２９は動作９及び動作１０のフロー図である。
　動作９は、第１マッサージ機構３１と第２マッサージ機構５１を身長方向に沿って互い
に近接する方向に移動させる動作と、第１及び第２マッサージ機構３１，５１の施療子３
４，５４を被施療部に対して進出させる動作と、を同期させる動作である。図２９に示す
とおり、まず各マッサージユニット８，９を互いに近接する方向に移動させる（ステップ
Ｓ１）。このステップＳ１の動作は、各マッサージユニット８，９の相対位置が近接状態
又は近接前状態となるまで継続して行われる。ステップＳ１の完了後、又はステップＳ１
と並行して、第１及び第２マッサージ機構３１，５１の施療子３４，５４を進出させる（
ステップＳ２）。このように動作させることにより、マッサージ機構３１，５１の身長方
向に沿った移動により背筋が伸ばされつつ、施療子３４，５４の進出により上半身を反ら
すことができ、マッサージ効果が高まる。そして、ステップＳ２の完了後に、第１及び第
２マッサージ機構３１，５１の施療子３４，５４を後退させる（ステップＳ３）。なお、
ステップＳ１においては、腰位置を目標位置として第１及び第２マッサージ機構３１，５
１を互いに近接させていくのが好ましく、この場合は上半身を反らす効果が高まる。
【００８１】
　［動作１０］
　動作１０は、第１マッサージ機構３１と第２マッサージ機構５１を身長方向に沿って互
いに離反する方向に移動させる動作と、第１及び第２マッサージ機構３１，５１の施療子
３４，５４を被施療部に対して進出させる動作と、を同期させる動作である。以下、図２
９に示すとおり、動作９に引き続いて動作１０を行う場合について例示する。
　動作９のステップＳ３に引き続いて、近接状態又は近接前状態にある第１及び第２マッ
サージユニット８，９を互いに離反する方向に移動させる（ステップＳ４）。このステッ
プＳ４の動作は、第１マッサージユニット８が首位置となり、第２マッサージユニット９
が昇降範囲の下限位置となるまで継続して行われる。そして、ステップＳ４と並行して、
第１及び第２マッサージ機構３１，５１の施療子３４，５４を進出させる（ステップＳ５
）。このように動作させることにより、施療子３４，５４の進出により上半身を反らしな
がら、マッサージ機構３１，５１の身長方向に沿った離反動作により上半身を引き伸ばす
ことができ、マッサージ効果が高まる。
【００８２】
　［他の実施形態に係るマッサージユニットの構成］
　以下、他の実施形態に係るマッサージユニット１００について説明する。図３０は他の
実施形態に係るマッサージユニット１００の正面図である。マッサージユニット１００は
、前述したマッサージ機構３１及び第２マッサージ機構５１をまとめて単一の本体フレー
ム１１０に設けている。すなわち、マッサージ機構３１，５１及びマッサージ機構３１，
５１を支持する支持フレーム３２，５２は、前述した構成と同一であるため、以下では同
一符号を付してその説明を省略する。
【００８３】
　図３０に示すとおり、マッサージユニット１００は、相対的に上側に配置される第１マ
ッサージ機構３１と相対的に下側に配置される第２マッサージ機構５１を備えて、背凭れ
部３に設けられている。マッサージユニット１００は、主として、ガイド機構３ｂによっ
て昇降可能に支持された本体フレーム１１０と、第１マッサージ機構３１及び第２マッサ
ージ機構５１と、各マッサージ機構３１，５１を支持する支持フレーム３２，５２と、各
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マッサージ機構３１，５１を被施療部に対して進退させる進退駆動部１５，１６と、本体
フレーム１１０と支持フレーム３２，５２を連結して前後方向に揺動するリンク３３，５
３と、を有して構成されている。
【００８４】
　マッサージユニット１００は、昇降モータ１１１と、昇降軸１１２と、昇降軸１１２の
両端に取り付けられたピニオン３９と、を備え、昇降モータ１１１を駆動することにより
昇降軸１１２が回転してマッサージユニット１００が身長方向に沿って昇降する。施療子
３４は、マッサージモータ４３の駆動により、揉み動作又は叩き動作を行い、施療子５４
は、マッサージモータ６３の駆動により揉み動作を行うことができる。
【００８５】
　［他の実施形態に係るマッサージ機構の構成］
　以下、他の実施形態に係るマッサージ機構２００について説明する。図３１は他の実施
形態に係るマッサージ機構２００の正面図である。
　前述した第１マッサージ機構３１と本質的に異なる点は、マッサージ機構２００はアー
ム９０の上下に施療子９１が設けられているとともに、下側の施療子９１はアーム９０を
挟んで左右に設けられている点である。その他の構成は、第１マッサージ機構３１と同一
であるため、以下では同一符号を付してその説明を省略する。
【００８６】
　マッサージ機構２００は、施療子９１を取り付ける左右で対をなすアーム９０を有して
おり、このアーム９０は揉み軸４１及び叩き軸４２に連結されている。この施療子９１は
、アーム９０の上側に設けられた上施療子９１ａと、アーム９０の下側に設けられた下施
療子９１ｂと、を有している。また、下施療子９１ｂは、アーム９０を挟んで左右で対を
なして設けられている。下施療子９１ｂは上施療子９１ａに比べて小径に構成されており
、下施療子９１ｂがマッサージ師の親指を模擬し、上施療子９１ａがマッサージ師の親指
を除く他の指を模擬している。そして、マッサージモータ４３を駆動することにより、左
右対の施療子９１が近接離反する揉み動作、及び左右対の施療子９１が交互に進退する叩
き動作を行うことができる。このマッサージ機構２００を前述したマッサージ機１に適用
する場合は、第１マッサージ機構３１に代えてマッサージ機構２００を設けることが好ま
しい。すなわち、背凭れ部３において、相対的に上側にマッサージ機構２００が配置され
、相対的に下側に第２マッサージ機構５１が配置される。そして、それぞれのマッサージ
機構５１，２００が身長方向に沿って独立して昇降可能となる。
【００８７】
　このマッサージ機構２００は、首及び肩位置の近傍で揉み動作を行わせるのが効果的で
ある。すなわち、首と肩をそれぞれ上施療子９１ａと下施療子９１ｂにより同時に揉むこ
とができる。更に、対の下施療子９１ｂの近接過程では内側の下施療子９１ｂが肩に効果
的に作用し、対の下施療子９１ｂの離反過程では外側の下施療子９１ｂが肩に効果的に作
用する。なお、この効果を発揮するという観点においては、マッサージ機構２００を身長
方向に沿って複数設ける必要はなく、単一のマッサージ機構２００を背凭れ部３に身長方
向に沿って昇降可能として設ければよい。また、下施療子９１ｂは、アーム９０の内側又
は外側のうちいずれか一方だけに設けてもよい。
【００８８】
　［他の実施形態に係るリンクの構成］
　以下、他の実施形態に係るリンク９３について、第１マッサージユニット８に適用した
場合を例示して説明するが、第２マッサージユニット９にも適用できる。図３２は他の実
施形態に係るリンク９３の説明図であり、（ａ）はマッサージ機構３１が後退した状態、
（ｂ）はマッサージ機構３１が進出した状態を示している。なお、以下では、前述したリ
ンク３３を備えた第１マッサージユニット８に対応する部材には、同一の符号を付してそ
の説明を省略する。
【００８９】
　図３２に示すとおり、支持フレーム３２の側方には、本体フレーム３０と支持フレーム
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３２を連結して前後方向に揺動するリンク９３が設けられている。リンク９３を支持フレ
ーム３２の側方に配置した理由は、支持フレーム３２の後方に配置する場合に比べてマッ
サージユニット８の前後方向の厚みを抑えることができるからである。このリンク９３は
前後方向に並設され、相対的に後側に配置された第１リンク部９３ａと、相対的に前側に
配置された第２リンク部９３ｂと、を有している。すなわち、リンク９３は四節リンク機
構を構成している。また、リンク３３とは異なり、第１リンク部９３ａと第２リンク部９
３ｂは同じ長さであり、リンク９３は平行リンク機構を構成している。従って、第１マッ
サージ機構３１を平行かつ安定して進退させることができる。
【００９０】
　以上のとおり、第１マッサージユニット８は、本体フレーム３０と、施療子３４を有す
るマッサージ機構３１と、マッサージ機構３１を支持する支持フレーム３２と、マッサー
ジ機構３１を被施療部に対して進退させる進退駆動部１５と、本体フレーム３０と支持フ
レーム３２を連結して前後方向に揺動するリンク９３と、を有し、リンク９３は、マッサ
ージ機構３１が最も後退した状態において、本体フレーム３０との連結部Ａ１，Ａ３が支
持フレーム３２との連結部Ａ２，Ａ４よりも前方に位置している。
【００９１】
　［他の実施形態に係るセンサの構成］
　以下、第１マッサージユニット８と第２マッサージユニット９の相対位置を検出するセ
ンサ８０に関し、他の実施形態を図３３に基づいて説明する。図３３は他の実施形態に係
るセンサ８０の説明図である。
　このセンサ８０は、第１マッサージユニット８の上下位置を検出する第３センサ部（昇
降センサ７７）と、第２マッサージユニット９の上下位置を検出する第４センサ部（昇降
センサ７８）と、により構成されている。そして、昇降センサ７７により検出された第１
マッサージユニット８の上下位置（高さ）を示す検出値（図３３では高さ「７」）と、昇
降センサ７８により検出された第２マッサージユニット９の上下位置（高さ）を示す検出
値（図３３では高さ「６」）と、の差分値（図３３では差分値「１」）に基づいて、第１
及び第２マッサージユニット８，９の相対位置を検出する。すなわち、この差分値が小さ
いほど両マッサージユニット８，９の間隔は狭く、差分値が大きいほど両マッサージユニ
ット８，９の間隔は広い。例えば、差分値が「１」の相対位置を近接状態とし、差分値が
「２」の相対位置を近接前状態と設定すればよい。
【００９２】
　上述したとおり、第１マッサージユニット８は、上限位置から昇降軸３６が何回転した
かを昇降センサ７７が検出することにより、その上下位置が検出される。第２マッサージ
ユニット９は、下限位置から昇降軸５６が何回転したかを昇降センサ７８が検出すること
により、その上下位置が検出される。本実施形態では、両マッサージユニット８，９の間
隔を示す前記差分値を９段階検出することができ、センサ７０を用いる場合に比べて、第
１及び第２マッサージユニット８，９の相対位置の検出範囲が広がる。
【００９３】
　また、本発明のマッサージ機は、図示する形態に限らず、この発明の範囲内において他
の形態のものであってもよい。
　例えば、施療子の個数に制約はなく、第１マッサージ機構３１の施療子３４を第２マッ
サージ機構５１と同様に、上下方向に複数としてもよい。また、前述した実施形態では、
施療子を支持するアームは左右一対としたが、身体の中心線を挟んで左右複数対としても
よいし、１つのアームに対して左右方向に複数の施療子を設けてもよい。また、身長方向
に沿って設けるマッサージユニットの個数に制約はなく、３つ以上であってもよい。
　また、前述した動作１～８の観点から見れば、マッサージユニット８，９を身長方向に
複数設けていればよく、揉み動作における左右方向の動作範囲Ｗ１，Ｗ２、揉み動作の軌
跡の上下寸法Ｈ１，Ｈ２、又は揉み動作において最も近接したときの対の施療子の離隔距
離Ｄ１，Ｄ２は、第１マッサージ機構３１と第２マッサージ機構５１とで同じであっても
よい。
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　また、ガイド機構３ｂを座部２あるいは座部２及びフットレスト４にも設け、第１及び
第２マッサージユニット８，９のうち少なくともいずれか一方を、身長方向に沿って背凭
れ部３から座部２又はフットレスト４まで移動可能としてもよい。
【００９４】
　また、両マッサージユニット８，９の相対位置として近接状態又は近接前状態を検出す
るセンサ７０は、ボリュームスイッチ等を用いた接触式のセンサであってもよい。例えば
、マグネットホルダ７３，７４に代えて、伸長方向に付勢したバネの先端にボリュームス
イッチを設ければよい。更に、第１マッサージユニット８の底壁３０ｃ又は第２マッサー
ジユニット９の上壁５０ｄに追加的にボリュームスイッチを設ければ、バネの先端に設け
たボリュームスイッチが押されることで「近接前状態」を検出し、バネの付勢力に抗して
底壁３０ｃ又は上壁５０ｄに設けたボリュームスイッチが押されることで「近接状態」を
検出することができる。
【産業上の利用可能性】
【００９５】
　本発明は、複数のマッサージユニットが適切な相対位置を維持することができるマッサ
ージ機に適用することができる。
【符号の説明】
【００９６】
１　マッサージ機
３　背凭れ部
８　第１マッサージユニット（マッサージユニット）
９　第２マッサージユニット（マッサージユニット）
１５　進退エアセル（進退駆動部）
１６　進退エアセル（進退駆動部）
２３　制御手段
３０　本体フレーム
３０ｂ　側壁
３１　第１マッサージ機構（マッサージ機構）
３２　支持フレーム
３３　リンク
３３ａ　第１リンク部
３３ｂ　第２リンク部
３４　施療子
３５　昇降モータ
３６　昇降軸
４０　アーム
４３　マッサージモータ（マッサージ駆動部）
４８　補強部
５０　本体フレーム
５０ｂ　側壁
５１　第２マッサージ機構（マッサージ機構）
５２　支持フレーム
５３　リンク
５３ａ　第１リンク部
５３ｂ　第２リンク部
５４　施療子
５５　昇降モータ
５６　昇降軸
６３　マッサージモータ（マッサージ駆動部）
６８　補強部
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７０　センサ
７１　第１センサ部
７２　第２センサ部
７７　昇降センサ（第３センサ部）
７８　昇降センサ（第４センサ部）
８０　センサ
９０　アーム
９１　施療子
９１ａ　上施療子
９１ｂ　下施療子
９３　リンク
９３ａ　第１リンク部
９３ｂ　第２リンク部
１００　マッサージユニット
２００　第１マッサージ機構（マッサージ機構）
Ｄ１　揉み動作において最も近接したときの対の施療子の離隔距離
Ｄ２　揉み動作において最も近接したときの対の施療子の離隔距離
Ｈ１　揉み動作の軌跡の上下寸法
Ｈ２　揉み動作の軌跡の上下寸法
Ｗ１　揉み動作における施療子の左右方向の動作範囲
Ｗ２　揉み動作における施療子の左右方向の動作範囲
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